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●
創
業
の
た
め
企
業
組
合
を
つ
く
り

ま
せ
ん
か

中
小
企
業
組
合
は
、
法
律
に
よ
っ

て
官
公
庁
の
認
可
を
受
け
て
設
立
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
く
つ
か
の

種
類
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、

企
業
組
合
が
あ
り
ま
す
。

企
業
組
合
は
、
個
人
事
業
者
や
勤

■
お
知
ら
せ
ワ
イ
ド
■
　
　
　
川
越
市
役
所
・
℡
２
２
４-

８
８
１
１

労
者
な
ど
が
四
人
以
上
集
ま
り
、

個
々
の
資
本
と
労
働
を
組
合
に
集
中

し
て
組
合
の
事
業
に
従
事
し
、
組
合

自
体
が
一
つ
の
企
業
体
と
な
っ
て
事

業
活
動
を
行
う
組
織
で
す
。

事
業
者
に
限
ら
ず
、
勤
労
者
や
主

婦
、
学
生
な
ど
も
組
合
員
と
し
て
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
行
う
事

業
が
限
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
小

規
模
な
事
業
者
が
経
営
規
模
の
適
正

化
を
図
る
場
合
や
、
み
ず
か
ら
が
働

く
場
所
を
安
定
し
て
確
保
す
る
の
に

適
し
て
い
ま
す
。

●
経
営
合
理
化
の
た
め
の
事
業
協
同

組
合
を
つ
く
り
ま
せ
ん
か

事
業
者
の
た
め
に
は
、
事
業
協
同

中
小
企
業
組
合
制
度
の
ご
案
内

中
小
企
業
組
合
制
度
の
ご
案
内

中
小
企
業
組
合
制
度
の
ご
案
内

組
合
が
あ
り
、
経
営
合
理
化
の
た
め

の
一
般
的
な
組
織
で
す
。
中
小
企
業

者
が
四
社（
個
人
事
業
者
の
方
も
可
）

以
上
集
ま
り
、
国
や
県
の
認
可
を
受

け
て
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

事
業
を
共
同
で
行
う
こ
と
で
、
経
費

削
減
を
は
じ
め
、
受
注
の
拡
張
や
取

引
条
件
の
改
善
な
ど
を
図
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

企
業
組
合
・
事
業
協
同
組
合
に
関

す
る
相
談
な
ど
詳
し
く
は
、
埼
玉
県

中
小
企
業
団
体
中
央
会
川
越
支
所

（
℡
２
２
９-

０
１
１
５
）
に
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
商
工
振
興
課
商
工

係
・
℡
内
線
２
７
２
１

建
築
指
導
課
か
ら

建
築
物
に
関
す
る
お
知
ら
せ
で
す

中
高
層
建
築
物
を
建
築
す
る
際
の
条
例
を
ご
存
じ
で
す
か
？

●
中
高
層
建
築
物
の
建
築
紛
争
の
予
防
及お

よ

び
調
整
条
例

こ
の
条
例
に
基
づ
き
、
中
高
層
建
築
物
（
一
戸
建
て
の
住
宅
を
除
い
た
、
高
さ
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物

な
ど
）
の
建
築
主
は
、
建
築
確
認
申
請
の
前
に
、
建
築
計
画
を
知
ら
せ
る
標
識
の
設
置
と
、
近
隣
住
民
に
対
し
て

事
前
説
明
を
行
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

建
築
主
お
よ
び
近
隣
の
住
民
は
、
こ
の
機
会
に
十
分
な
話
し
合
い
を
行
う
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
建
築
指
導
課
管
理
係
・
℡
内
線
３
２
４
１

工
事
監
理
者
と
完
了
検
査
に
つ
い
て

建
築
主
は
、
一
定
規
模
以
上
の
建
築
物
の
工
事
を
行
う
と
き
、
工
事
監

理
者
を
定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

工
事
監
理
と
は
、
建
築
士
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
専
門
家
が
、
建
築
工

事
が
適
正
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
建
築
主
は
、
建
築
物
や
工
作
物
な
ど
の
工
事
が
完
了
し
た
場
合
、

検
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
建
築
指
導
課
審
査
担
当
・
℡
内
線
３
２
４
５

川越市女性団体連絡協議会川越市女性団体連絡協議会川越市女性団体連絡協議会をご存じですか？
女性団体の皆さん、加入しませんか

川越市女性団体連絡協議会は、

市内の女性団体が相互に情報を交

換し、協力し合うことにより、ひ

とりひとりが住みやすい男女共同

参画社会を実現するための活動の

場です。

次の①～③の要件をすべて満た

している団体は、加入することができます。なお、年会費は2,400円で

す。

①市内に活動拠点があり、１年以上活動していること

②会員数が５人以上で、その６割以上が女性であること

③政治・宗教・営利的団体ではないこと

問い合わせ…川越市女性団体連絡協議会事務局（男女共同参画課内）・

℡内線2441

昨年昨年昨年101010月に行われた月に行われた月に行われた、川越市女性団、川越市女性団、川越市女性団
体連絡協議会ふれあいフェスティバル体連絡協議会ふれあいフェスティバル体連絡協議会ふれあいフェスティバル
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■
お
知
ら
せ
ワ
イ
ド
■
　
　
　
川
越
市
役
所
・
℡
２
２
４-

８
８
１
１

市役所へお越しの
皆さんへ

年度末、市役所駐車場および市役所周

辺の道路は、混雑が予想されます。公共

交通機関または自転車などの利用に、ご

協力ください。

問い合わせ…管財課管財係・℡内線

2321

川越市都市計画審議会および
都市景観審議会委員を公募します
都市計画審議会は市が定める都市計画の決定および変更などに関して、都市景観審議会は都市景観事務および

屋外広告物事務に関して、審議するために設置されています。

都市計画審議会は都市計画法、都市景観審議会は川越市都市景観条例に基づいて市が設置する付属機関です。

市民の皆さんの声を都市計画および都市景観行政に反映させ、開かれた市政を推進するため、市民の皆さんか

ら委員を公募します。募集内容は次のとおりです。

都市計画審議会委員

期間…委嘱した日から平成20年５月31日析まで

対象…市内在住の20歳以上で、まちづくりに関心があり、年４回程度（平日）の会議に出席可能

定員…２人（選考）

都市景観審議会委員

期間…委嘱した日から平成20年６月５日斥まで

対象…市内在住の20歳以上で、都市景観に関心があり、年２回程度（平日）の会議に出席可能

定員…２人（選考）

応募方法

希望審議会名を記入し、任意の形式で400字程度の作文・住所・氏名・年齢・性別・職業・主な経歴・電話番

号を明記し、３月10日昔～31日昔（必着）にまちづくり計画課（本庁舎５階）へ直接持参または郵送で〒

350－8601川越市役所まちづくり計画課（Ｅメール可）。

＊作文は、「都市計画審議会」委員希望の方は「川越市の都市計画についての意見または考え」を、「都市景観審

議会」委員希望の方は「川越市の都市景観についての意見または考え」をお書きください。

問い合わせ…都市計画審議会について＝まちづくり計画課総務係・℡内線3211$都市景観審議会について＝ま

ちづくり計画課都市景観係・℡内線3216$Ｅメール＝machikeikaku@city.kawagoe.saitama.jp

山
村
健
仁
議
員
逝
去

市
議
会
議
員
・
山や

ま

村む
ら

健け
ん

仁じ

さ
ん
は
一
月
二
十
八
日
午
前
三
時

二
十
五
分
、
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

山
村
議
員
は
昭
和
四
十
六
年
五
月
の
初
当
選
以
後
、
三
十
年

以
上
に
わ
た
り
市
議
会
議
員
を
務
め
ら
れ
、
現
在
八
期
目
で
し

た
。
こ
の
間
、
文
教
常
任
委
員
会
委
員
長
、
総
務
・
厚
生
・
建

設
の
各
常
任
委
員
会
委
員
の
ほ
か
、
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会

議
長
、
農
業
委
員
会
委
員
を
歴
任
、
川
越
市
政
の
進
展
に
尽
力

さ
れ
、
多
く
の
功
績
を
残
さ
れ
ま
し
た
。

卓
越
し
た
見
識
と
豊
富
な
経
験
は
、
市
の
抱
え
る
課
題
を
解

決
す
る
た
め
に
重
要
な
も
の
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
急
逝
さ
れ
た
こ
と

は
、
ま
こ
と
に
痛
恨
の
極
み
で
あ

り
ま
す
。

心
か
ら
、
ご
め
い
福
を
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。


